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第 三 東 光 保 育 園 



１，はじめに  

 令和４年度は新型コロナウィルス感染症の流行の波に３度も襲われ、７月には４日間の

園閉鎖、その他も閉鎖まではいかないまでもクラス閉鎖をその都度行い、感染を最小限に

抑るよう対応した。そんな中で、様々な影響が生じながらも出来る感染対策を講じ、運動

会、お遊戯会、卒園式等要所要所の大きな行事を無事に行い、保護者に保育園での子ども

達の成長の様子を見て頂くことが出来た。また、園児が安心して過ごし、保護者が安心し

て子どもを預けられるような環境作りに重点を置き保育を行うことが出来た。 

 ４月当初の園児数は６３名、最終的に１１３％の６８名となった。例年とほぼ同じ推移

で園児数が増えたことで委託費を確保することができたが、年度当初は０歳児の入所が少

なく、１歳児の入所が増加傾向といった状況であった。これも育児休暇の取得率の増加と

育児休暇期間の延長が要因と考えられ、制度が社会的にも認められ充実してきていること

が肌身で感じられ大変嬉しく感じられる反面、保育現場には入所者の減少が現実的なもの

になってきているように感じる。更には当園の立地が北斗市の西端にある過疎地域なだけ

に、少子化の波が顕著に表れている様に感じる。その現象が今、目の前に来ている状況の

中で、保育園の存続を意識し、危機感を持ちながら保護者の皆様に選ばれる保育園として、

保護者が求める「安心して子どもを任せられる保育園」を目指し、母親の職場復帰等就労

等のサポートや広域入所を含めた園児の受入れを積極的に行った事が、例年とほぼ同じ園

児数の入所に繋がったのではないかと思う。 

 

２，保育活動 

 保育所は、児童福祉法に基づき保育に欠ける乳幼児を保育することを目的とするもので

あり、人間形成の基礎をつくる非常に大切な時期に一日の大半を過ごす所であるから、養

護と教育が一体となって豊かな人間性を持った子どもに育てなければならないと考え保育

を行った。 

 

① 保育目標について  

  心身共に健康で自分で考えて行動出来るこどもに育て自主性・意欲・思いやり・集中 

力の基礎を育むことを目標としてきた。 

   〇 良いこと、わるいことを自分で判断できる子 

   〇 丈夫で、たくましい子 

   〇 明るく素直な子 

   〇 何事も最後までやり遂げる強い子 

   〇 自主性のある子 

 

 



② 保育内容について 

  基本的生活習慣の自立と共に、遊びの中で子ども同士がさまざまな経験を通して触れ 

合いを深め、成長と共に豊かな人間性を持った子どもに育つよう養護と教育が一体とし 

た保育を進めてきた。 

      〇 感染症予防対策として、手洗いうがいの励行、更にはアルコール消毒の徹底、     

密にならない活動方法を日々の保育の中で園児達に伝える。 

   〇 裸足や薄着になり健康で丈夫な体作りを行った。 

   〇 砂遊びや水遊び、散歩等の戸外活動を通し自然に触れ楽しむと共に自然の移り 

     変わりを感じ取る事が出来るよう保育した。 

   〇 器楽演奏やリズム遊び、リズム運動を取り組む中でリズム感や身体の柔軟性、 

     敏しょう性を養う事ができた。 

   〇 食育活動（野菜・お米の育成、食育指導、調理保育等）を通して、作る楽しさ、

食べる楽しさを味わい、興味や関心を持つと共に食べる意欲を育てる     

など食育に力を入れる事が出来た。 

   〇 絵本の貸し出しを通し、絵本に親しみ親子でのふれあえる環境を整えると共に、     

保育活動にも積極的に読み聞かせを取り入れたことで、言語の獲得や表現、感     

性や集中力を身につける事が出来た。 

   〇 花を観察したり、世話をする事により感性や情緒を豊かにし、いたわりの心      

を育てる事が出来るよう言葉がけを大切にした。 

〇 日本の伝統行事や季節の行事にちなんだ飾りを飾ったり、製作を積極的に行    

った。 

     ＊鯉のぼり・五月人形・十五夜・繭玉・門松・正月飾り・豆まき・ひな祭り等     

○ 園児が安心して園生活を送る上で万が一の場合を想定し、避難訓練・ 

交通安全指導を毎月１回保育に取り入れ、園児に理解できるよう実施した。 

また、職員は役割を明確にし、協力体制をしっかりと整えた上で、訓練等に取

り組む様努力した。 

     ＊常日頃より、散歩等を通し実際に交通安全指導を行った。 

     ＊園児は避難訓練を通し、火事の恐ろしさを十分理解すると共に、地震、津波

の想定での訓練も行う。また、不審者の訓練も行い、園児だけではなく、職

員間の連携にも重点を置いた形で行い、訓練の大切さを学んだ。 

      

 

 ③保育計画について 

  保育指針に基づき、子どもの発達や実態に応じた保育計画を立案し実行した。 

   〇 保育課程、年案、月案、週日案、避難訓練指導など、各種行事案の立案をし、

実行した。 

   〇 三歳未満児は、個々に計画を立案し実行した。 

 



④保育環境について 

  園児が安心して、快適に過ごす事が出来る環境作りを目標として、次の通り実施した。 

      〇 感染症予防対策として、消毒用アルコール設置増、触れる頻度の高い場所、 

     使用した玩具等の消毒を行う。また、食事の際の座り方や向き、午睡時の布団     

の敷き方(向き)にも配慮し、できる限り密にならない環境作りをした。 

      〇 保護者と離れて長時間保育園で過ごす園児が、不安を感じずに安心して生活が     

出来る様、園全体で家庭的な雰囲気を作り上げるよう心掛けた。 

    〇 園内外を常に清潔に保ち、特に保育室・トイレ・水飲み場等の常時使用する     

場所は、毎日清掃し清潔を守った。 

   〇 園児が使用する寝具・絨毯・食器・遊具などについても日々点検を怠らず、 

     清潔を保つよう心掛けた。 

   〇 園庭や砂場は常に、清潔で安全な状態を保つようにした。 

   〇 各種マニュアル・点検表を作成し最善な環境を整え、危険な箇所等があった 

     場合は速やかに修理修繕を行い、園児・職員が安全に過ごせるよう配慮した。 

 

  ⑤保育開始日および保育終了日について 

     〇保育開始日 令和４年 ４月 １日  〇保育終了日 令和５年 ３月３１日 

 

  ⑥開園時間・休園日について 

    保護者の勤務形態の多様化に伴う開園時間延長を今年度も特別保育補助事業として 

  実施した。また、日曜日および祝日、国民の休日に保育行事を行った場合の振替休園  

日を設けず平常保育とした。 

   〇開園時間 

     月曜日～土曜日  午前７時～午後７時   

     ＊午後６時～午後７時は延長保育とし、利用者から延長保育料を徴収した。 

    〇休園日 

     日曜日および祝日・国民の休日 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



⑦給食業務について 

     食事は、成長著しい乳幼児期の発達には欠かせないものである。一日に三食、その   

うちの一食を担うかたちとなる給食の重要性が必然的に子どもの健やかな健康に直結    

しているだけに、栄養面や安全面に細心の注意を払いながら給食を提供している。 

  食育指導にも工夫を凝らし、野菜や米作りや調理保育を行ったりし、子ども達が身近    

に食を感じ興味が持てるよう、さらには楽しく食事が出来るようにしている。また、    

食の市場には季節感が無くなり旬を活かす料理を目にすることがなってきている。 

    その状況を踏まえ、法人本部と連携して次の点に留意した。 

    〇栄養バランスを考え、旬のものや季節感のある食材やメニューを取り入れるとと       

もに、園児が喜ぶ手作りおやつも多く取り入れるように工夫した。 

    〇日々の献立表を保護者に配布した。 

   〇全園児に対し食物アレルギー調査を行い、食物アレルギーがあった場合、保護者    

との連絡を密にし、個々にあった適切な対応(献立の成分確認・除去食等)をした。 

    〇離乳食の必要な園児については、家庭と連携を取りながら個々の状況に配慮し         

実施した。 

 

     ＊おやつ 

      ３歳未満児は午前と午後の２回、３歳以上児は午後１回とし時間は以下の通りと 

    した。 

年  齢 午前のおやつ 午後のおやつ 

３歳未満児 午前９時３０分 午後１５時００分 

３歳以上児 な し 午後１５時００分 

    ＊昼 食 

      主食と副食の完全給食、時間は以下の通りとした。 

    年  齢     時  間 

３歳未満児 午前１１時００分 

３歳以上児 午前１１時２０分 

○３歳児以上児は主食費(一ヶ月 １，５００円)、副食費(１ヶ月 ４，５００円)    

を徴収する。 

 

  ⑧保健衛生および検便について 

     〇園長・主任保育士・正職員及び調理業務に携わる者や、調乳を行う職員に対し、    

月１回の検便を行い、１１月と２月の２回ノロウィルス感染症の検査を行った。    

なお、この場合の検便細菌調査はＢＭＬ社に依頼した。 

    〇食中毒発生の皆無を目標とし、調理用手袋の着用・洗剤での手洗い・消毒液での 

     手指消毒・調理室内の清掃、食器類は高温乾燥機を使用しての消毒を毎日行う事    

を、日々の業務として最善の注意を払い徹底し行った。 



 

 〇感染症防止対策として、園児・職員の手洗い後はペーパータオルを使用し、食事・ 

    おやつ前は消毒液での手指消毒を行った。水を飲む場合は紙コップを使用した。 

 

  ⑨怪我について 

   職員は園児の遊びや行動を見守りながらも怪我を伴う遊びや危険な行動をしようと

した場合は未然に防ぐとともに、ヒヤリハット報告を行った上でその内容を周知・共

有し、職員だけではなく園児にも危険な事を知らせ、事故等に繋がらないよう配慮し

た。 

   〇怪我が発生した時の対応、園児帰宅後の対応、怪我発生時の経過記録作成など 

    様々な面で適切さが必要である事を強く感じ対応した。 

   〇日本スポーツ振興センター・園児総合賠償保険・特別保育事業各種保険への加入    

し、対応した。 

          

  ⑩保護者との連携 

   核家族化が進むとともに一人親世帯への対応等、益々家庭と密着した連絡が必要と  

なる。それらのことを考慮して保育活動を展開し、保護者が安心して子どもを預ける  

    事が出来る保育園を目指した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〇入園前に保護者への説明会を行い、保育への理解をお願いした。 

 〇例年、年度の早い時期に父母総会の場を設け、年間行事予定を配布、質疑応答等

  に応じ互いに検討し実施する形をとっていたが、新型コロナウィルス感染症拡大

    防止にともない中止となる。その為、父母の会会長をはじめとした評議員とは 

   連絡を密取り合う形で対応する。 

 〇保育通信・クラスだより・安全・保健等についての手紙をを発行し、必要な時は 

  随時追加発行を行った。 

 〇連絡ノート・貼り紙・クラスの日々の活動を玄関に掲示し伝え、保護者との連絡 

  に遺漏のないようにした。 

 〇参観日及び懇談会は中止となったが、感染対策をしっかりと行った上で個人面談

  を実施し、家庭での状況の把握や園での様子を伝え合い、保育の連携を密にし、

  また、保護者が参加する行事が中止となった代わりに、玄関での写真掲示や 

活動中の映像を積極的に提供する形で、園での様子を伝える。 

 

⑪関係諸機関との連携について 

      北斗市役所（子ども家庭総合支援拠点）との連絡を密にし、保育の増進を図るとと 

  もに、虐待の恐れのある子どもについては、北斗市役所（子ども家庭総合支援拠点） 

  または児童相談所へ迅速に通報し、情報共有を行いながら早急に対処した。 

 



  ⑫保育ニーズへの対応について    

   延長保育（＊１）  

＊開園時間を延長することにより子どもが安全な環境で過ごすことが出来、保護者    

も安心して勤務出来たのではと思う。 

       〈標準保育〉 

    ・開園時間 月曜日から土曜日 午前７時から午後７時までの１２時間 

     ＊午後６時～午後７時を延長保育とし職員は２人体制とした。 

    ・利用料  ２００円（内おやつ代５０円） 

 〈短時間保育〉 

 ・開園時間  月曜日から土曜日 午前８時から午後４時までの８時間 

 ・利 用 料 午後４時から午後６時 １５０円/１時間 

午後６時から午後７時  ２００円 

 

〈延長保育利用実績報告書〉 

月
 

 

開設日数
 

 

利用人数 月
 

 

開設日数
 

 

利用人数 

標準 短時間 標準 短時間 

４月 ２５ １０５ １ １０月 ２５ ５４  ７ 

５月 ２３ ７２  １１月 ２４ ４２ ７ 

６月 ２６ ８３ １ １２月 ２５ ３７ ２２ 

７月 ２５ ７５ １２ １月 ２３ ５０ ２３ 

８月 ２６ ５２ １０ ２月 ２２ ５３ １６ 

９月 ２４ ７２ ２１ ３月 ２６ ６３ ７ 

    合 計 ２９４ ７５８ １２７ 

 

  一時預かり事業（＊２） 

   ＊保護者の就労と育児支援として取り組み、保護者の乳幼児に対する育児不安を解    

消し、園児は同年齢児のクラスに入室し行動した事により生活習慣が身に付いた。 

   ＊保育日数及び保育時間 

    ・保育日数は、月１２日間を限度とした。 

    ・保育時間は、午前８時００分から午後４時００分。 

     ただし、事情により前後時間を延長する事も実施した。 

    ・ 休園日は、日曜・祭日・年末年始とした。 

   ＊ 利用料 

    ・１，８００円（内昼食代３００円） 

     昼食を利用しない場合は、１，５００円とした。 

 

 

 



    〈一時預かり利用実績報告書〉 

月 開設日数 利用人数 月 開設日数 利用人数 

４月 ２５  １０月 ２５ ４ 

５月 ２３  １１月 ２４ ７ 

６月 ２６ １ １２月 ２５ １０ 

７月 ２５ １ １月 ２３ １１ 

８月 ２６  ２月 ２２ １０ 

９月 ２４ １ ３月 ２６ １４ 

    合 計 ２９４ ５９ 

 

  世代間交流事業（＊３） 

   ＊新型コロナウィルス感染症拡大防止により、予定していた施設訪問や祖父母の 

皆様に参加して頂くふれあい交流会を中止とするが、暑中見舞い・年賀状・プレ

ゼントの作成等を行う事で、少しではあるが関わりを持つことが出来た。 

 

回数 交流実施日 交 流 内 容 場  所 備  考 

１ ７月１０日 七夕プレゼントのお礼作成 グループホームくぼ 実施 

２ ８月 ３日 暑中見舞いはがき郵送  実施 

３ １２月１５日 年賀状発送  実施 

４ 

 

１月 ６日 

 

クリスマスプレゼントお礼 

カレンダー作成配布 

グループホームくぼ 

 

実施 

 

５ １月２９日 祖父母交流会 保育園 中止 

 

  異年齢児交流事業（＊４） 

   ＊新型コロナウィルス感染症拡大防止により、予定していた行事を中止とする。 

     小学一年生に年賀状を作成し送ることで、少しでも交流に繋がった。 

    内容等については、次の通り行うことが出来た。 

回数 交流実施日 交 流 内 容 場  所 備  考 

１ ７月３０日 小学生交流会 保育園 中止 

２ ８月 ３日 暑中見舞い郵送  実施 

３ １２月１５日 年賀状郵送  実施 

４ １月１４日 小学生交流会 保育園 中止 

                              

 

 ＊１・＊２・＊３・＊４は、特別保育補助事業とする。 

 

 

 



 

  地域交流 

       地域交流となる全ての行事が中止となるが、鯉のぼりをあげたり正月飾りや行事   

前には玄関にてるてる坊主作成しを飾ったり、また散歩では挨拶等の交流を通し、   

コロナ禍であるが地域の方に少しでも園の様子を理解して頂けるよう努めた。 

   

放課後児童クラブ 

       北斗市より委託を受け、令和２年４月より谷川小学校に谷川放課後児童クラブを 

   実施しており、令和４年度も継続した。 

 

 

３，職員資質の向上 

 保育内容の向上をめざすと共に、園児指導法等を身につけよりよい保育を行う為、保育

活動が豊かになるよう研究し、また、保護者や園外の方に対しての対応、挨拶、電話での

応対など社会人としてのマナーを身につけるよう努力をした。 

 自己評価をする事により保育の質を高めて行く努力をした。 

   ＊保育の資質向上、専門性を身につけるため、各種研修会に参加していたが、ほぼ    

開催が中止となる。また、新型コロナウィルス感染症の流行が業務を逼迫させ、

園内での研修受講の時間をとることがままならず、外部の研修を受講することが

出来なかった。 

   ＊外部の研修が受講出来なかった分園内研修を強め、自分達の保育を見直し保育感 

     を一致させ、全員が理解し合えるよう研修を行った。 

 

 

４，施設整備および備品等購入 

 施設環境は恵まれているが、常に点検を忘れず、修繕が必要な箇所があった場合は、 

それに合わせ対応した。 

 園児の安全を考え、遊具等の点検は業者に依頼する。備品類に関しては、修繕のきかな

いものは取り替えた。 

 

（建 物） 

   〇玄関自動ドア工事  〇外灯腐食に伴う照明交換取付工事  〇保育室扉塗装 

  〇玄関ドアホン(防犯カメラ付き)取替工事 

 

 

 

 

 



５，パソコンおよび周辺機器の導入 

  パソコンによる業務の効率化を目指し実践した。 

   ・保育通信、クラスだより等の作成           ．予算書の作成 

  ・電子メールによる情報交換および事務連絡    ．ホームページによる情報公開 

６，年間行事 

 令和４年度年間行事予定を作成し保育活動を実施し、また、保護者にも事前に配付し保

育活動に理解および協力を求め予定通り実施することが出来た。 

７，参考資料  

①月初日園児数                             

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月
 

 

北斗市 広域 合計
 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

標準 短時間 標準 短時間 

４月 ５９ ４   ６３ 

５月 ６２ ４   ６６ 

６月 ６２ ４   ６６ 

７月 ６３ ５   ６８ 

８月 ６３ ５   ６８ 

９月 ６３ ５   ６８ 

１０月 ６３ ５   ６８ 

１１月 ６２ ５   ６７ 

１２月 ６２ ５   ６７ 

１月 ６２ ５  １ ６８ 

２月 ６３ ５  １ ６９ 

３月 ６２ ５  １ ６８ 

②職員数 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

園   長 正職員 １名 

主任保育士      正職員 １名 

 

保育士 

 

正職員 ４名 

常勤臨時職員 ２名 

非常勤臨時職員 ８名 

事務員 正職員 １名 

調理員
 

 

正職員 １名 

常勤臨時職員 ２名 

用務員 非常勤臨時職員 １名 

支援員 

 

常勤臨時職員 

非常勤臨時職員 

１名 

２名 

 


